
諮問第 １ 号 

 

   下水道使用料の滞納に係る差押に関する処分に係る審査請求について 

 

 下水道使用料の滞納に係る差押に関する処分について、次のとおり審査請求

があったので、地方自治法第２３１条の３第７項の規定により諮問する。 

 

            平成２９年 ２ 月１３日提出 

                川崎市長 福 田 紀 彦 

 

１ 審査請求人 

  ＊ ＊ ＊ ＊ 

２ 審査請求の年月日 

  平成２８年１０月２６日 

３ 審査請求の趣旨 

  上下水道事業管理者による次の差押に関する処分（以下「本件処分」とい

う。）について、正当な判断に基づく下水道使用料の請求を求める。 

差押調書（謄本）発行日  平成２８年９月２７日 

金     額  ８４，０５２円 

納 入 事 由  平成２０年１１月分から平成２３年１０月分までの下

水道使用料 

４ 審査請求の理由 

審査請求人は、下水道使用料を未払いとしている認識はなく、本件処分に

係る金額を支払うことに納得できないため、正当な判断を求める。 



参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

１ 平成２３年１０月２１日、本市が、審査請求人の住居の排水設備について

公共下水道への接続の有無を調査したところ、既に接続されており、下水道

使用料が未徴収であることが判明した。 

２ 平成２５年４月以降、本市は、審査請求人に対し、未徴収である平成２０

年１１月分から平成２３年１０月分までの下水道使用料（以下「本件下水道

使用料」という。）について説明し、その納付について理解を求めた。 

３ 平成２５年１０月２５日、本市は、審査請求人に対し、本件下水道使用料

の納付について納入の通知を行った。 

４ 平成２６年１月９日、本市は、審査請求人に対し、本件下水道使用料の納

付について督促を行った。 

５ 平成２７年４月から平成２８年８月までの間、本市は、審査請求人に対し、

文書により、納付に関する催告を計６回行った。 

６ 平成２８年９月２７日、本市は、審査請求人の預金に係る債権の差押に係

る処分を執行した。 

７ 平成２８年９月３０日、本市は、審査請求人に対し、差押調書（謄本）を

送付した。 

８ 平成２８年１０月１９日、本市は、差押に係る金融機関に対し、審査請求

人の預金に係る債権の取立てを行った。 

９ 平成２８年１０月２１日、本市は、審査請求人に対し、配当計算書（謄本）

を送付した。 

１０ 平成２８年１０月２８日、本市は、当該配当計算書に基づいて換価代金



参考資料 

 

   事 件 の 概 要 

 

１ 平成２３年１０月２１日、本市が、審査請求人の住居の排水設備について

公共下水道への接続の有無を調査したところ、既に接続されており、下水道

使用料が未徴収であることが判明した。 

２ 平成２５年４月以降、本市は、審査請求人に対し、未徴収である平成２０

年１１月分から平成２３年１０月分までの下水道使用料（以下「本件下水道

使用料」という。）について説明し、その納付について理解を求めた。 

３ 平成２５年１０月２５日、本市は、審査請求人に対し、本件下水道使用料

の納付について納入の通知を行った。 

４ 平成２６年１月９日、本市は、審査請求人に対し、本件下水道使用料の納

付について督促を行った。 

５ 平成２７年４月から平成２８年８月までの間、本市は、審査請求人に対し、

文書により、納付に関する催告を計６回行った。 

６ 平成２８年９月２７日、本市は、審査請求人の預金に係る債権の差押に係

る処分を執行した。 

７ 平成２８年９月３０日、本市は、審査請求人に対し、差押調書（謄本）を

送付した。 

８ 平成２８年１０月１９日、本市は、差押に係る金融機関に対し、審査請求

人の預金に係る債権の取立てを行った。 

９ 平成２８年１０月２１日、本市は、審査請求人に対し、配当計算書（謄本）

を送付した。 

１０ 平成２８年１０月２８日、本市は、当該配当計算書に基づいて換価代金

等の交付を行った。 

１１ 本事件は、本件下水道使用料の請求内容について正当な判断を求めるた

め、審査請求がなされたものである。 


